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１ はじめに 
 保健師とは、保健師助産師看護師法（昭和 23 年 7 月 30 日）で定められた資格

です。医療や健康に関する知識と技術をもとに子どもから高齢者まで幅広い世

代と関わります。市民が自分の健康状態に関心を持ち、生活環境との関係を理解

して、個々の健康課題を解決しようとする力が出せるよう支援します。市民が健

康な生活を維持できるように様々なデータから地域の特徴をふまえて必要なサ

ービスを考えます。病気の発症予防や健康づくりの支援、さらには感染症発生時

や災害時のような、市民の健康が危ぶまれる際にも疾病のまん延を予防する活

動を行い、市民とともに健康に地域で暮らしていけるまちづくりを行っていま

す。 

厚生労働省は平成 25 年４月 19 日健康局長通知「地域における保健師の保健

活動について」(資料１)により、新たに「地域における保健師の保健活動に関す

る指針」（以下「国の指針」という。）を定めました。本市においても、川口市総

合計画や各種行政計画等との整合性を考慮のうえ、国の指針に基づき、本市の現

状及び課題の分析、目標を設定し、地域の特性に応じた「川口市における保健師

の保健活動指針（以下「保健師活動指針」という。」を平成 28 年３月に策定しま

した。 

 策定の目的は、①保健師が多様化する市民ニーズに応えるべく、保健師の資質

を向上させ、果たすべき役割を市民に分かりやすく提示すること、②保健師が配

置された部署及び関係機関の職員に、保健師の活動や果たすべき役割に関する

共通認識・理解を得ること、③保健師が増え続ける業務量、複雑化する業務内容

の中で、本市の保健師として果たすべき役割を見失うことなく、保健師としての

能力を最大限発揮するために、保健活動の基本となるものとして活用すること

の３点です。 

 保健師活動指針では、初版から第５次川口市総合計画の基本構想「人としごと

が輝く しなやかでたくましい都市 川口」の実現に向け、「市民とともに健康

なまちづくりを目指して」を基本目標として保健師活動を進めていくことを示

しています。 

「川口市における保健師の保健活動指針」初版策定から３年が経過しました。

その間、平成 30 年４月には中核市へ移行し、保健所を設置しました。そのため

医事薬事業務、感染症の予防やまん延対策、難病、小児慢性特定疾病、精神保健

福祉事業など新たな業務も加わりました。従来の市の施策に保健所の機能と役

割を持つことで、保健、医療、福祉、介護の連携が進めやすく、切れ目なく地域

に直接アプローチできるようになりました。このようなことから、保健師の活動

分野もさらに拡大、専門化したため、このたび保健師活動指針を見直し、より現

状にあった内容に改定するものです。 
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２ 川口市の現状と課題 
（１）川口市の概況 
本市は東京都に隣接しており、都心へのアクセスの良さから、駅周辺は高層マ

ンションが立ち並び、ベッドタウン化が進み、人口が増加してきました。平成 30

年 10 月には人口が約 60 万３千人となり、まだまだ増加している状況です。 

人口の構造としては、年少人口は、平成 27 年 10 月１日時点の約７万８千人

から平成 30 年 10 月１日時点で約７万７千人に減少していますが、国や県の割

合よりは高く、子育て中の世帯が多いことが特徴です。老年人口は、平成 27 年

10 月１日時点の約 12 万９千人から平成 30 年 10 月１日時点で約 13 万７千人へ

と増加しており、今後高齢化が加速して進むことが予測されます。加えて、令和

元年 10 月１日時点での外国人数は３万７千人（住民基本台帳）を超えて、全国

で２番目に多い都市になりました。国籍では中国が一番多く、ベトナム、韓国、

フィリピン、トルコと続いています。入国管理法が改正されたことにより、今後

も増加していく可能性があります。 

 平成 30 年度には中核市に移行し、保健所が設置されました。 

 

 

（２）川口市における健康課題 

１）健康寿命の延伸 

① 生活習慣の改善 

 埼玉県における平成 30 年度の女性の健康寿命が県内 63 市町村中 61 位、男性

の健康寿命が県内 63 市町村中 59 位で、県平均より短くなっています（表１）。

また、平成 28 年の女性の飲酒率が国や県よりも高く、喫煙率と就寝前の食事に

ついては男女とも国や県より高くなっており、生活習慣の改善の必要性があり

ます（資料２）。 

子どものころから正しい生活習慣を身につけていけるよう、母子保健、学校保

健、成人保健、高齢者などあらゆる分野で連携し、生活習慣の改善について継続

した周知や教育活動が重要になります。 
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表１ 平成 30 年度 埼玉県における平均寿命と健康寿命の順位（63 市町村） 

 

※ 埼玉県における健康寿命・・・65 歳に達した県民が健康で自立した生活を送る期間。具

体的には、「要介護２以上」になるまでの期間。埼玉県における健康寿命は、厚生労働

省による都道府県別健康寿命とは算出方法が違います。 

 

② 検診（健診）受診率の向上 

平成 30 年の川口市国民健康保険被保険者のがんの死亡割合は 53.1％であり、

国（50.5％）や県（51.6％）の死亡割合より高くなっています。がん検診の受診

率は、埼玉県の中でも低く、保健事業の中で受診率の向上のための対策は急務と

なっています（資料２）。担当課だけではなく、様々な課の保健師が、検診（健

診）の受診率の向上のための周知や教室開催など、普及啓発に取り組んでいます。

また、医師会等関係団体の協力のもと、検診内容の質の向上や精密検査未受診者

の把握、受診の勧奨など、がん検診の精度管理にも引き続き力を注いでいきます。 
 

③ 健康づくり支援 

 近年の少子化、核家族化、地域のつながりの希薄化により、乳幼児期からの基

本的生活習慣の乱れや虐待、10 代の妊娠中絶、性感染症、自殺など、思春期に

おける問題が生じる一方、育児不安やストレスを感じる保護者が増えています。

子育て世代包括支援センターへの相談は、平成 30 年度は延べ 9 千件を超え、家

庭訪問の件数も増加しています。保健、医療、福祉、教育、地域等の資源を活用

しながら、安心して子育てできる環境が整えられるよう、子育て支援の充実が課

題になっています。 
本市の高齢化率は、平成 31 年 1 月１日時点で 22.7％となっており、全国 28％、

埼玉県 25.5％より低くなっています。国立社会保障・人口問題研究所による将

来推計をみると、本市が全国や埼玉県より低い傾向は当面続くとされています

が、2040 年には 29.0％となるなど、本市でも高齢化が進むことがうかがえます

川口市 80.21歳 （46位） 19.85歳 （59位）

埼玉県 80.85歳 1.40歳 20.36歳 2.29歳

１位の
市町村

81.61歳 （1位） 21.42歳 （1位）

川口市 86.62歳 （36位） 16.83歳 （61位）

埼玉県 86.82歳 2.41歳 17.57歳 1.57歳

1位の
市町村

89.03歳 （1位） 19.12歳 （1位）

男性

女性

平均寿命 ６５歳健康寿命
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（図１）。高齢者には、身体機能の低下や複数の慢性疾患などを抱え、認知機能

の低下や社会的なつながりの減少など、多面的な課題があります。高齢者の自立

した生活の維持と健康寿命の延伸を図るためには、生活習慣病等の重症化を予

防する取り組みと、生活機能の低下を防止する取り組み（介護予防）が重要にな

ります。そのためには、地域で生きがいを持って暮らすことができるよう、健康

づくりを目的としたグループ活動などの地区組織活動の拡大や、参加継続への

支援が必要となっていきます。 
 
 

 
 

図１ 川口市の年齢別人口構成（2018 年 12 月末時点と 2040 年の比較） 
 

２）健康危機管理 

① 感染症対策 

本市は、年々外国人が増加し続けており、国籍も中国、ベトナム、韓国、フィ

リピン、トルコ、ネパールなど多国籍に及んでいます。出身国の中には、結核の

高まん延国も多く、また国際的なイベント開催時には、結核に加えて麻しん、風

しんのほか、エボラウィルス病、ＭＥＲＳ（中東呼吸器症候群）、ジカ熱やＳＡ

ＲＳなどの新興再興感染症の侵入の可能性が十分にあり得ます。また、腸管出血

性大腸菌感染症やインフルエンザ、ノロウイルスなどは感染力が強く、集団感染

対策が重要です。本市では、国や県、医師会、検疫所など関係機関と連携し、こ

のような感染症の早期発見やまん延防止を図っています。平常時から危機管理

を意識した迅速な対応を心がけ、院内感染対策指導や施設等への指導、助言を含

め、関係機関との顔のみえる関係づくりにも努めています。 

また、外国人に対応した通訳や案内、リーフレットの作成などは、先進自治体

や協働推進課などの協力を得ながら取り組んでいます。 

2018 年 2040 年 
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② 災害対策 

埼玉県で想定される大規模災害として、東京湾北部地震があり、30 年以内の

発生確率 70％と言われています。本市でも発災した際に、迅速かつ適切に対応

できるよう日頃から備えておくことが重要です。中核市に移行したことで、災害

派遣の要請を受けるようになり、平成 30 年度は、被災自治体に延べ９人の保健

師や事務職員を派遣し、令和元年度も災害派遣を行いました。現地で対応にあた

ることで、健康危機管理の経験を積み、「健康危機管理マニュアル」の作成にも

取り組んでいます。また家庭訪問や、小児慢性特定疾病医療給付、指定難病医療

給付等の保健事業を通して把握した人工呼吸器を装着している市民や避難困難

者に対して、個別の避難計画の作成や関係機関との情報共有を行うことで、健康

への影響が最小限になるよう活動を行っています。 

 
 

（３）重点的な取り組み 
健康課題を解決するために、本市における保健師の保健活動指針の目標であ

る「市民とともに健康なまちづくりを目指して」に沿った重点的な取り組みは、

以下のとおりです。保健師が市民の生活している地域や家庭に出向き、必要な支

援を提案するというアウトリーチの活動は、今後ますます重要となってくると

考えています。各部門で活躍する保健師が、それぞれの専門的な視点を通して、

市民の健康づくりを支援していきます。 

 
地区活動の推進 
 

保健師は健康増進や公衆衛生における市民の持ってい

る力を引き出すべく、地域の様々な関係機関や地区組

織などと共に、保健活動を推進していきます。 

関係機関との連携 
 

保健師は地域の保健活動を推進するために、医療、福

祉、教育など関係機関や地区組織、ボランティアや自助

グループなどとの連携を強化していきます。 

専門的技術的能力の 
向上 
 

地域で効果的な保健活動が展開できる保健師を育成す

るために、各部署の保健師が協力し、ともに成長し続け

ていく環境を整えていきます。 
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３ 川口市の保健師の活動について 
 第５次川口市総合計画では、将来都市像を「人としごとが輝く しなやかでた

くましい都市 川口」とし、その中でも健康に関する目指すべき姿を「全ての人

にやさしい“生涯安心なまち”」と定めました。 
この目標を目指し、各種行政計画が立てられ、保健師の活動はこれらに基づき

『～市民とともに健康なまちづくりを目指して～』とし、市民のための質の高い

保健活動を実践するため、保健師活動指針を策定しています（資料３）。ライフ

ステージごとの目標は市民の目指す姿として、また分散配置されている保健師

は、市民のパートナーとしてともに目標を達成できるよう、日々業務に取り組ん

でいます（図２）。 
 

 

図２ 保健師活動指針と各種計画との関連図 

妊娠中の健康状態を良好に保

ち、母子ともに健康に出産が

できる 

子育て中の親が健康で安

心して子育てができる 
子どもが自ら育つ力をつける 

自発的な健康づくりと 

疾病予防ができる 

いかなる心身の健康状態

にあっても地域で生きが

いをもって安心して暮ら

せる 性に関しての正しい知識が得られる 

心身を健康に保つ 

障害のある人もない人も地域の中でともに安心して暮らせる 

妊娠中も安心して安全に働ける  労働者が生き生きと働ける 

本人・家族が持病を受け入れ、その人らしい療養生活を選択できる 

市民が感染に対するただし知識を持ち予防行動がとれる 

市民が災害にあっても、自分の健康を守ることができ、復興することができる 

 

【総務部】職員課 

【福祉部】障害福祉課                           介護保険課   長寿支援課   

【子ども部】子育て相談課 

【保健部】保健所：地域保健センター・管理課・疾病対策課   保健総務課   国民健康保険課 

第５次 川口市総合計画

「人としごとが輝く しなやかでたくましい都市 川口」

健康生きがい

づくり計画

食育推進

計画

特定健診等実施計画

データヘルス計画

地域福祉

計画

子ども子育て

支援事業計画

障害者福祉計画

障害者自立支援福祉計画

高齢者福祉計画

介護保険事業計画

男女共同
参画計画

多文化

共生指針

地域防災
計画

保健師活動指針

「市民とともに健康なまちづくりを目指して」

妊娠期 乳幼児期 学童期 思春期 成人期 老年期
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（１） 各課の保健師の活動内容 
本市では、質の高い保健師活動を推進するために、４部 10 課に保健師が配属

され、専門職としての力を発揮しています。今後は、それぞれの課の課題を共有

し連携して取り組んでいきます（図３・資料４）。 
 

図３ 川口市の保健師分散配置状況 保健師の配属先（４部 10 課） 

 

１）保健部 

【保健所 地域保健センター】 
 母子保健係  
児の健やかな成長と子育て支援ができるよう様々な母子保健事業の充実が求

められており、乳幼児及び妊産婦に対する健診、訪問、相談、健康教育、指導を

行っています。未熟児養育医療費の給付のほか、保健所設置後は、小児慢性特定

疾病医療費の給付、不妊治療や早期不妊、不育症検査助成などの申請業務が加わ

りました。今後も現在の業務の評価と改善をしていくことや、産後ケア等の子育

て支援について関係機関、関係団体と検討していくことが必要と考えています。 
 
成人保健係 
市民自ら心身の健康を保ち、疾病の予防が図れるよう、健康の保持、増進や疾

病予防に関する情報提供を実施しています。また、健康に関する相談や行動変容

を促すため、健康教育なども実施しています。大きな事業の一つとして『がん検

診』があります。受診率の向上に向けた取り組みのほかにも、医師会など関係団

体と連携し、がん検診の精度管理にも力を注いでいます。 
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地域保健第１係･地域保健第２係 

市民が妊娠期から老年期までのライフサイクルを安心して生活できるように、

地区担当保健師が健康相談や健康教育などで市民の健康づくりを支援していま

す。特に、妊娠期から子育て期までは、子育て世代包括支援センター事業を実施

し、切れ目のない支援に努めています。また、地域で行われる会議への参加や講

師としての派遣等により、関係機関との連携を図っています。日頃の業務や地区

活動を通して得られる情報や統計から、地域の健康課題や活用できる社会資源

など、地域の特性を把握しながら健康なまちづくりを目指して保健活動を行っ

ています。 

 

【保健所 管理課】 
医事薬事係 
市民が心身の健康を保つため、納得して上手に医療を受けられるよう、市内医

療機関に関する相談や苦情を中立の立場で受付け、助言、情報提供を行っていま

す。また、病院や診療所、施術所の開設許可、届出の受理、医療機関への立入検

査などを行っています。 
 

【保健所 疾病対策課】 
感染症係 

 「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」に基づき、感染

症の発生状況、動向及び原因調査などを行い、感染症のまん延を防ぎ、市民が感

染症に脅かされることなく安心して暮らせるように努めています。結核につい

ては、患者の治療の支援や再発予防、及び接触者への健診などを実施し早期発見、

早期治療に繋げています。エイズ、性感染症については、無料、匿名で安心して

検査、相談ができ、必要に応じて医療機関を紹介しています。肝炎対策としては、

検査や治療の負担を軽減するために医療費の助成に係る事務を行っています。 
 
難病相談係 
難病患者及びその家族が、病気を受け入れ、その人らしい療養生活を送れるよ

う、訪問や電話相談などによる支援を行っています。また、地域で暮らす難病患

者及び家族に対する支援者を対象にした研修を行っています。 
 その他、難病について、患者をはじめ市民が正しい知識を持てることを目的に

した医療講演会の実施、関係機関による難病対策地域協議会の設置、医療給付申

請事務などを行っています。 
 
 
 



10 
 

精神保健係 
メンタルヘルスに課題を抱える方が地域で安心して生活できるよう、精神科

医療の受診やひきこもりなどメンタルヘルスに関することについて、訪問や来

所面接を行い、本人及び家族に対し幅広い支援を行っています。早期発見、早期

支援を意識しながら、行政関係部局、地域の関係機関、精神科医療機関などとの

連携、協働を行っています。 
また、市民のメンタルヘルスに関する意識の向上や理解を深めることを目的

として、こころの健康講座などの普及啓発や、自殺対策普及事業としてゲート－

キーパー研修を行っています。 
 
【保健総務課】 
 企画係 
 保健師は他の職員とともに、地域医療及び健康づくりの施策の立案や調整を

担う部門として、市民が医療を安心・安全に受けられる環境づくりや、より多く

の市民が自ら健康づくりに取り組める方策について取り組んでいます。健康が

さまざまな分野と影響し合っていることから、保健・福祉分野にとどまらず、他

分野とも連携を深めていきます。 
 
【国民健康保険課】 
 保険係 
川口市国民健康保険保健事業実施計画（データヘルス計画）に基づき、特定健

康診査、特定保健指導及び生活習慣病重症化予防事業を実施し、国民健康保険加

入者のメタボリックシンドロームの減少、生活習慣病有病者や糖尿病性腎症か

らの透析移行の抑制をはかることで、健康寿命の延伸につなげています。 
 

２）福祉部 

【長寿支援課】 
支援係 
高齢者福祉の増進のため、生活支援事業の給付サービス支援のほか、地域包括

支援センターや関係機関と連携、調整を図り個別支援を行っています。特に、高

齢者虐待や困難ケースにおいては、保健、医療の専門性を生かした広い視野を持

ち、他職種と連携し、個々の状況に合わせた対応をしています。また、認知症な

ど、判断能力が十分でない身寄りのないかたへの成年後見制度の市長申立事務

なども対応、支援しています。 
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地域ケア係 
地域包括ケアシステムの構築を目指して、地域包括支援センターをはじめと

する関係機関、多職種と連携した顔の見える地域の「つながるしくみ」「支えあ

いのしくみ」づくりに取り組み、さらに介護予防、日常生活支援総合事業、認知

症施策、医療、・介護連携など様々な施策を展開しながら地域づくりを推進して

います。具体的には、ボランティアなどの担い手の養成や運動教室の立案、認知

症に関する知識の普及を行うほか、地域包括支援センターの機能強化や在宅医

療、介護連携など、予防的視点を持って各事業に携わっています。 
 
【介護保険課】 
認定係 
要介護認定適正化事業の一環として、新規申請の際に、保健師が原則窓口で状

況を聞き取り、緊急度や適切な時期の申請であるかの判断や相談を行っていま

す。その上で、地域包括支援センターや居宅支援事業所だけでなく、医療機関の

医療相談室とも連携を図っています。また、認定調査及び調査員の質の維持、向

上のための研修を毎年開催し、提出された調査票の精査も行っています。事務職

の中で専門職としての見解が求められています。 
 
【障害福祉課】 
 支援第１係・支援第２係 
 身体障害、知的障害、精神障害、難病の方を対象に活動しています。事業所で

の通所や在宅での生活等に必要な障害福祉サービスを障害特性に応じて必要な

サービス内容と量を調整しています。主な福祉サービスは、療育や就労に向けて

の事業所利用、居宅介護（ホームヘルパー）、短期入所（ショートステイ）など

になります。障害を持っても安心して暮らせる様に、個別相談や障害福祉サービ

スの調整をはかり、支援しています。 
 

３）子ども部 

【子育て相談課】 
 相談係 
子育て中の親が健康で安心して子育てができるよう、生後 4 か月までの乳児

がいる全ての家庭を訪問する「乳児家庭全戸訪問事業」を行い、子育てに困って

いる家庭や育児に不安を抱えている家庭を必要な支援に結び付けています。児

童福祉部門と母子保健部門をつなぎ、切れ目ない支援の実現に向け活動をして

います。 
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４）総務部 

【職員課】 
 厚生係 
 産業保健部門として、成人期の健康づくりと疾病予防に携わっています。 

職員が健康でいきいきと働けるよう、各種健康診断のほか、メンタルヘルス対策、

過重労働対策、病気療養者の復職支援などを行っています。復職支援では、メン

タル不調者の占める割合が高いため、所属、人事担当との連携を密にし、きめ細

やかな対応を行っています。 

 

 

（２）統括的役割を担う保健師 
 本市は、市民の健康のために、様々な部署で活動している保健師の業務を保健

師間で共有できるように部署を超えての連絡調整や連携、業務の優先度を検討

すること等、その環境を整備していく役割を担う統括保健師の配置を検討して

きました。平成 30 年 4 月に保健所を設置し、保健師の配属が一番多い地域保健

センターに統括保健師を専任で配置したことにより、保健師全体を俯瞰的に見

ることができ、保健師に関することの窓口として対応することができるように

なりました。以下に統括的な役割を担う保健師の役割を示します。 
 

１）保健師の保健活動の組織横断的な総合調整及び推進 

部署横断的な保健師会議を行い、保健、医療、福祉、介護等の多様な分野の組

織の連携が進むよう調整を行っています。 
さらに、健康危機管理として災害派遣に迅速に対応できるように、日頃から備

えています。本市が被災したときは、保健師が部署を越えて円滑に保健活動でき

るように、体制を整えていきます。 
 

２）技術的及び専門的立場からの指導及び調整  

保健、医療、福祉などの会議に出席し専門的立場から意見を示します。社会の

変化や情勢に応じて、保健師の役割を明確に示し、指導を行います。保健活動の

優先度を勘案して、事業の企画や再編、予算等について助言を行います。 
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３）人材育成の推進 

保健師の成長に応じた評価指標を利用して、面談を定期的に実施しています。

保健師全体研修の企画や出席の調整、専門研修の調整や推薦、時間外の勉強会の

運営などに携わり、保健師の専門的技術の向上を推進しています。 
今後は、次期統括的役割を担う保健師の育成や、大学等の保健師の養成機関と

連携し、継続的な人材確保を行っていきます。 
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４ 目指すべき保健師活動 
地区活動に中心を据えた保健活動などの重点的な取り組みを推進し、市民と

ともに健康なまちづくりを目指していくために、国が示した「地域における保健

師の保健活動に関する指針」の 10 項目に留意した保健活動を行います(資料１)。 

国が示した「地域における保健師の保健活動に関する指針」の 10 項目 
（１）地域診断に基づくＰＤＣＡサイクルの実施 

（２）個別課題から地域課題への視点及び活動の展開 

 （３）予防的介入の重視 

 （４）地区活動に立脚した活動の強化 

 （５）地区担当制の推進 

 （６）地域特性に応じた健康なまちづくりの推進 

 （７）部署横断的な保健活動の連携及び協働 

 （８）地域のケアシステムの構築 

 （９）各種保健医療福祉計画の策定及び実施 

 （10）人材育成 

 

（１）地域診断に基づく PDCA サイクルの実施 
 保健師は、地区活動や統計情報などに基づき、市民の健康状態や生活環境の実

態を把握し、地域において取り組むべき健康課題を明らかにすること（以下「地

域診断」という。）により、その健康課題の優先度の高いものから、PDCA サイ

クル（Plan・Do・Check・Action cycle）に基づく事業の展開・評価を実施しま

す（図４）。 

 
図４ ＰＤＣＡサイクルに基づく保健活動の展開 

•事実や活動の評価、
確認、検証

•評価で明らかになった
問題点の改善

•行動計画に基づいた事実や
保健活動の推進

•行動計画

Ｐｌａｎ

（計画）

Ｄｏ

（実施）

Ｃｈｅｃｋ

（評価）

Ａｃｔｉｏｎ

（改善）
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【現状と課題】 

・ 地域の生活スタイルや家族構成などの違い、健康課題の特徴を把握し、地区

ごとに地域診断を継続的に行い、事業への展開を図っています。 
・ 地域保健センターと地域包括支援センターがそれぞれ把握した地域診断結

果を分析し、保健師活動していく中で、市民と共有しています。今後は、地

域診断結果をもとに、市民の健康を守ることができるよう更なる工夫を考え

ていくことが課題です。 
 

・ 評価指標の作成 

平成 28 年度に保健師活動を評価し、課題を共有することにより、保健師

がその専門性を十分に発揮し、より質の高い市民サービスの提供に努めるた

めに、「平成 27 年度保健師活動の評価のための評価指標と評価マニュアル

（平野かよ子）」を参考に、母子保健活動、健康づくり活動、高齢者保健福

祉活動、精神保健福祉活動、産業保健活動の５分野について川口市版の評価

指標を作成しました。 
平成 29 年度には、障害福祉分野の保健師活動や人材育成の活動領域を加

え、７分野について領域ごとの課題を保健師全員で共有し、課題解決に向け

た目標を確認し、評価指標を用いた評価会議を実施しました。検討する中で、

「より川口市の保健師活動に沿った内容への変更が必要である」といった活

動指針や評価指標についての意見がありました。 
 

【今後の方向性】 

・ 市民の健康を守るために、地区活動を中心に、地域診断を関係機関や市民と

ともに行い、健康課題を共有し、PDCA サイクルによる根拠に基づいた活動

を今後も継続的に行っていきます。さらに、評価をする上での指標について

は、より地区活動にそったものを作成します。 
・ 地域診断を基に「この地区にとって保健活動がどうあるべきか」を考え、既

存の地域保健関連施策や地区活動の充実を図ります。 
・ 保健所設置に伴い、感染症、難病に関することなど新たな業務についての評

価指標も作成し、活動評価を行います。 
・ 保健師の活動領域が広がりをみせる中、市民の健康のために、市保健師とし

て活動の方向性を合わせて保健活動を行っていきます。 
 



16 
 

【活動事例】 

「住民参加型の地域づくり事業」 地域保健センター 
南平地区では、孤立している高齢者が多い市営住宅を中心に保健師と民生委

員との見守り訪問から健康相談を計画し、高齢者の健康維持のための地区活動

（健康サロン）を行ってきました。一方で、育児不安を訴える母や核家族で身近

に頼れる人がいない育児環境であることが把握できたため、健康サロンの対象

をあらゆる世代に広げて実施したところ、参加人数が年々増加しました。しかし、

地域福祉推進委員等地域の関係者の高齢化や、人手不足により継続が困難とな

っていたところ、民生委員から地域にある既存のサロンの協力依頼があり、新た

なサロンにつながることができ、継続した支援ができるようになりました。 
 
 

（２）個別課題から地域課題への視点及び活動の展開 
保健師は、時代の流れとともに多様化する市民ニーズや地域課題に対応する

ために地域に出向き、家庭や学校、職場、地域などに目を向け、地域の特性、課

題を把握しながら、個だけではなく全体を見る視野をもつことが大切です。市民

個人及び地域を多面的に捉えるとともに、市民の生活と健康との関連を考慮し、

予防活動も含めた地域保健活動を展開していきます。 
また、健康課題の解決に向けて、市民自らが健康やＱＯＬ（生活の質）を維持 

向上する力を獲得できるように、ヘルスプロモーション（図５）の理念に基づき、

市民と協働しながら活動していきます。 

 

          図５ 図解ヘルスプロモーション 
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【現状と課題】 

家庭訪問や健診などの個別支援から地区の健康課題を把握し、健康教育など

を企画、実施しています。地区の健康に関するデータは、チラシとして配布し、

地区のネットワーク会議などで情報提供しています。今後は、若いうちから健康

に関心を持ち、いつまでも健康でいられるように、働き盛りの世代や若者などが

参画できる地域づくりに取り組んでいきます。 
 

【今後の方向性】 

地区活動を行っている中で見えた課題を保健師全体で共有、検討し、市民に伝

えていきます。また、市民個別の健康問題を把握し、地区や市全体に共通する地

域の健康課題をアセスメントし、保健活動を展開していきます。 
健康課題の解決に向けては、市民の主体的な活動が不可欠です。市民が参加す

る町会、ボランティア組織、自主グループなどをつなぎ、市民の主体的な行動を

促していきます。 
 

【活動事例】 

「若年の母親のための育児教室の実施」地域保健センター 
若年妊婦の個別支援で捉えた課題を共有し、課題の解決のため若年の母親の

ための育児教室を鳩ヶ谷分室にて企画、実施しました。保健師が講師となり、妊

娠、出産、育児についての正しい知識の普及、仲間作りの支援を行います。孤立

感の軽減、適切な養育の支援のため、身体計測や親同士の交流、育児相談などを

行います。 
 
 

（３）予防的介入の重視 
保健師は、身近な専門職として、健康を切り口とした取り組みにより、赤ちゃ

んから高齢者まであらゆる人々に働きかけることが可能な存在です。育児不安

から生じる乳幼児虐待、生活習慣病などの発症及び重症化、周囲からの孤立によ

る孤独死、また、過重な介護負担などが要因となった高齢者虐待や無理心中など

のように、重大な問題となる可能性を日頃の活動の中で予測します。市民が自ら

健全な状態を維持できるよう、危機的な状態を避けるための知識、技術、資源等

の情報を提供し、関係機関と連携して早期に介入するなど、予防的に関わること

を目指しています。 
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【現状と課題】 

・ 保健師は、支援が必要と判断すれば、市民の要望があるなしに関わらず積極

的に介入し、対象者の理解を得る努力をし、必要なサービスを受けることが

できるように働きかけています。 
・ 令和元年度川口市市民意識調査では、今後さらに充実させてほしい状況や取

り組みとして、「保健医療体制が充実し、健康に暮らせるまち」と回答した市

民が 40％以上と質問項目の中で最も高い割合となっています。そのためより

一層に保健事業の周知や充実が必要です。 
 

【今後の方向性】 

・ 健康である時期にこそ市民の健康増進に対する意識が向上するよう、若い世

代への働きかけを強化していきます。 
・ 分野を超えた継続的な関わりにより、危機的な状況を回避していくことに努

めていきます。 
・ 保健師の強みを生かして、要望がなくても積極的に地域に出向いて活動して

いきます。 
 

【活動事例】 

「妊娠届出時アンケート」地域保健センター 
妊娠届出時に、妊婦全員に妊娠時の心境や生活状況、相談者の有無などのアン

ケートを実施しています。保健師がアンケート内容を確認して、妊娠、出産、子

育ての不安の軽減に繋がるよう早い段階から相談に応じ、必要な情報提供、教育、

指導を行っています。安心して子育てができるよう、出産後のスムーズな関わり

を持つことができています。 
 
「乳幼児健診未受診者対応」地域保健センター 
地域からの孤立による虐待予防などのため、健診未受診者に対し、アンケート

を郵送し、地区担当保健師が訪問や電話相談などで対象児や家族の健康状態を

確認し、育児相談及び次の健診や未接種の予防接種の案内をしています。 
 
「３９ヘルスチェック」地域保健センター 
生活習慣病予防のために、健診の機会がない 39 歳以下の市民を対象にした健

康チェックを実施しています。保健師、栄養士、歯科衛生士による個別相談のほ

か、検尿、身体計測、血圧測定、むし歯菌、骨密度、簡易血糖の各検査も実施し



19 
 

ています。 
 
「がん検診を受けようキャンペーン」地域保健センター 
がんによる死亡率を減らすために、受診率の向上を目指し、がん検診実施期間

中の毎年 10 月に、中央図書館との共催で保健師による簡単な健康チェックや健

康相談、がんについての市民講座などを開催し、啓発活動に取り組んでいます。 
また、市内電光掲示板やホームページなどでがん検診の周知をするほか、西川

口駅構内やコミュニティバスにポスターを掲示、地域のスーパーや理美容組合

などの協力も得て、チラシやティッシュを配布するなど、ナッジ理論（行動経済

学上、対象者に選択の余地を残しながらもより良い方向に誘導する手法。）に基

づいた周知活動に取り組んでいます。 
 
「ゲートキーパーの養成」疾病対策課 
保健師は、自殺を防止するために、民生委員や理容師組合などのほか、相談支

援者や行政職員などを対象にゲートキーパー（悩んでいる人に気づき、声をかけ、

話しを聞いて、必要な支援につなげ、見守る人）の養成講座を精神保健福祉士と

ともに企画・実施しています。 
 
「生活習慣病重症化予防対策事業」国民健康保険課 
保健師は、前年度の特定健診の結果や通院状況から、国民健康保険加入者の中

から、糖尿病が重症化する危険度の高い市民を把握し、保健指導を行います。ま

た、健診未受診者や医療受診中断者を医療に結びつけ、糖尿病の重症化や人工透

析への移行を防止し、健康寿命の延伸と医療費適正化を目指しています。 
 

「介護予防のための基本チェックリスト」長寿支援課 
65 歳以上の介護保険の要支援、要介護認定を受けていない市民へ、日ごろの

生活や健康状態を振り返るための基本チェックリストを毎年誕生日月に郵送し

ています。保健師は、生活機能の低下のリスクがある市民を抽出し、管轄の地域

包括支援センターに情報提供し、介護予防のための教室案内や閉じこもり、物忘

れ、うつなどの早期発見のための働きかけを行います。 
 
「出前講座から地域高齢者への関わり」地域保健センター 
 出前講座は、市内在住のおおむね 10 名程度のグループを対象に、保健師・栄

養士が健康に関する講座を地域に出向き実施しています。依頼があったグルー

プには、老人会や高齢者の自主クラブからの依頼も多く、出前講座をきっかけに、

地区保健師とつながり、季節に応じた健康に関するトピックスや市の健康課題

の情報を提供し、継続的に関わりを持つことができています。 
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（４）地区活動に立脚した活動の強化 
保健師は、市民が健康で質の高い生活を送ることを支援するために、家庭訪問、

健康相談、健康教育、自助グループの支援、地区組織の育成など、相手に合わせ

た支援方法をいくつも組み合わせて地域に出向いています。 
地区活動は、保健師が健康課題を解決するときに活用する手段です。地区活動

を通じて、地域に入り込み、市民と協働し、必要に応じて新たな地区組織を構築

します。地域の様々な関係機関や地区組織との協働、連携体制を強化するなど、

ソーシャル・キャピタル（地域に根ざした信頼や社会規範、ネットワークといっ

た社会関係資本等：厚生労働省局長通知平成 25 年）を育むことに繋げていきま

す。 

【現状と課題】 

・ 本市には 10 の行政地区がありますが、人口、環境、ソーシャル・キャピタル

など、それぞれの地区で特性があります。訪問や健康教育の機会を通して地

域住民との関わり、地区の現状の把握に努めています。 
・ 各地区のデータや情報から地区の特性をつかむために、データから読み取れ

る市の健康課題を１枚にまとめた健康課題シート（資料２）を平成 28 年度

に作成しました。この健康課題シートや地区の健康データをもとに、地区ミ

ーティング等で市民へ情報提供を実施し、市民や関係機関等と共有していま

す。 
・ 福祉施設や医療機関、人的資源など地区ごとの社会資源には違いがあるため、

市民のニーズに応じた社会資源の情報提供を行う必要があります。 
 

【今後の方向性】 

・ 健康に関するデータや日々の業務の中で把握した健康課題を見える化し、市

民や関係機関などと共有していきます。 
・ 地区の力を活かした事業の展開、地区住民組織、ボランティア組織及び自助

グループなどの支援を行っていきます。 
 

【活動事例】 

「地区だよりの作成」地域保健センター 
保健ステーションでは、地区の健康課題について、市民と共有できるよう健康

課題シートや地区の健康データをもとに、健康に関する現状や対策などをわか

りやすくまとめた地区だよりを作成し、市民へ配布しています。 
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「はるかぜの会」地域保健センター 
戸塚地区では、昭和 63 年に保健センター及び戸塚公民館主催の「家庭介護教

室」を受講した市民が、健康、福祉、介護を学んだあと、平成６年４月に「はる

かぜの会」を発足しました。「戸塚の町に暖かい春風をふかせよう」という思い

で、毎月地区の高齢者の集いを行っています。保健師は会が定着するまでの間、

話合いに一緒に参加しアドバイスをするなどサポートしました。今でも年２回、

保健師が健康に関する講話や健康体操を実施し、定期的な関わりを持っていま

す。 
 
 

（５）地区担当制の推進 
地区担当制（担当地区に住む妊娠期から老年期のすべての市民の心身の健康

に責任を持ち、地域のあらゆる健康課題の解決に向けて取り組むための活動体

制。）により、保健師は、地域で身近な存在として制度や年齢、疾病、障害など

を問わず市民に関わることができ、複雑化、困難化している健康課題の解決に向

けて取り組むことができます。また、個人のみを対象とするのではなく、その家

庭や地域など全体を看て、支援を考えることができます。 
さらに、本人やその家族を支えてくれる協力者、ボランティアなどを育て、ソ

ーシャル・キャピタルを醸成し、地域をコーディネートすることも地区担当保健

師の仕事です。 
 

図６ 川口市の保健師配置施設 

□市役所 

■保健所 

☆地域保健センター 

◎分室および保健ステーション 
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【現状と課題】 

・ 本市では、地区担当制を基盤にし、地域を中心に市民を支えていく保健活動

を行ってきました。現在、保健活動の拠点として、地域保健センター及び鳩

ヶ谷分室のほか、６か所の保健ステーションがあり（図６）、うち５か所は子

育て世代包括支援センターを兼ねています。保健所を設置し、精神保健係や

感染症係においても地区担当制が導入されました。地区担当制を推進するこ

とで、保健師が市民にとって身近な存在となり、民生委員や主任児童委員や

居宅介護支援事業所などの関係機関からの相談も受けています。 
・ 地区担当保健師は、保健、医療、福祉の各課の担当者及び地区の学校や保育

所、地域包括支援センターなど関係機関と連絡、調整をしながら活動してい

ます。 
・ 保健師は、市民が主体的に行動できるように、把握している地区の特色や健

康課題について情報提供し、地域づくりが発展していくよう長期的に関わっ

ていく必要があります。 
 

【今後の方向性】 

・ 地区担当保健師が身近な拠点にいることで、気軽に相談しやすい環境の充実

を図っていきます。 
・ 担当地区に責任を持ち、市民や地区全体の健康課題を把握し、関係機関と連

携をとりながら、地区の実情に応じた保健活動を推進していきます。 
・ 市民が健康のために自ら主体的に行動できるよう積極的に支援していきま

す。 
 

【活動事例】 

「地区育児教室」地域保健センター 
母親の友達作りや育児不安軽減のために、生後２～４か月の児を対象とした

育児教室を、地区ごとに定期的に実施しています。３～４か月児健康診査の通知

に案内文を同封し、対象者全員に周知しています。母親にとって産後初めての集

まりの場になることが多く、身近な地域において乳児に関する相談や教育を受

けることができるため、多くの母子が参加しています。 
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「地区担当保健師の保育所・幼稚園訪問」地域保健センター 
地区を担当する保健師が、保育所や幼稚園を訪問し、健診の案内や社会資源に

ついて情報提供をしています。また、３歳児健康診査の受診勧奨を保育所や幼稚

園の職員に依頼した結果、多くの対象児が受診し、発育発達の確認につながって

います。保健師が保育所や幼稚園の職員と顔の見える関係を築くことで、保健師

の役割を理解してもらうことができ、多くの保護者から保健師に相談が入るよ

うになりました。 
 
「学校保健と地域保健の連絡会」地域保健センター 
保健師は、市内小中学校の養護教諭と、地区ごとに年 1 回連絡会を実施し、学

校の取り組みや地域の健康状況について情報交換をしています。地区の健康課

題が学童、思春期の子供を持つ保護者にも伝わることで、若い世代から生活習慣

を改善することに結びつくことを目指します。 
 
「地区カンファレンスへの参加」疾病対策課 
 保健ステーションで定期的に行っているケースカンファレンスに、精神保健

係の保健師または精神保健福祉士が参加しています。保健ステーションが支援

する市民には、精神保健の視点を持って関わる必要がある方が少なくありませ

ん。地区の保健師と精神保健の担当者が情報共有や連携を行うことで、早期発見、

早期対応ができ、他機関、他職種による多様な支援を実現しています。 
 

 

（６）地域特性に応じた健康なまちづくりの推進 
健康は、自身の自己管理能力により実践する「自助」が基本ですが、自分の能

力だけでは守れないため、地域での支え合いである「互助」、医療保険、介護保

険に代表される社会保障制度及びサービスである「共助」、貧困、虐待、孤立、

ネグレクト等特別に困っている人を支える福祉機能である「公助」が必要になり

ます（図７）。 
保健師は、多くの個別支援を通じて、地域特性や地域資源を把握し、課題を抽

出した上で、関係機関と協働する必要性を理解しています。また、自助、互助、

共助、公助の視点をもつことで、保健師活動の対象が「個別」から「地域全体」

へと広がります。保健師は、健康なまちづくりを推進する一員として、保健活動

を行っています。 
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図７ 「自助・互助・共助・公助」からみた地域包括ケアシステム 
資料：Ｈ25年３月厚生労働省地域包括ケア研究会報告書より 

【現状と課題】 

・ 本市は、都心に近い、転出入が多い、外国人が多い、団塊の世代が多いなど

様々な特徴があります。多くの個別支援を通して、こうした地域の特徴や、

健康課題、社会資源を把握し、市民や関係機関との連絡・調整を行いながら、

市民自ら行動変容できるよう支援しています。  
・ 地域特性や地域資源を把握、理解することで地区の課題と資源を結び付け、

新たな資源を作り、ニーズに応じたまちづくりを推進していけるよう、地域

づくりに目を向けた事業を展開していくことが課題です。 
 

【今後の方向性】 

・ 関係機関との連絡、調整をより密に行いながら、市民とともに課題の解決に

取り組むことで、地域全体の健康度の底上げを図っていきます。 
・ 保健師は地区活動を通して、ソーシャル・キャピタルの醸成を図り、それら

を活用して、市民による自助および共助への支援を推進していきます。 
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【活動事例】 

「地区組織と行政が連携した地区まつり」地域保健センター 
芝地区のある自治会では、外国人（特に中国人）が多いという特徴を踏まえ、

交流をメインとした地区まつりを行っています。その地区まつりの中で、保健師

は外国人支援を行っている市の部署とともに、地区組織活動を担う一員として、

外国語版のちらしを作成し、それを活用しながら健康チェックや健康相談、がん

検診受診率向上のための普及啓発を行っています。地域に暮らす市民全体が健

康意識を高められるよう、地区組織や他分野と協働して、健康なまちづくりの推

進に向けて取り組んでいます。 
 
「高齢者や育児中のママのための集い」地域保健センター 
 南平地区では、社会福祉協議会が主体となり、地区の特別養護老人ホームの 1
室を借りて、高齢者の集いである「おしゃべりカフェ」と母子の集いである「マ

マカフェ」を行っています。保健師や民生委員、高齢者のボランティアグループ、

地域包括支援センターなど関係機関も参加し、各機関とつながりをもちながら、

市民が自らの健康について考えることができるよう生きがいづくりや仲間づく

りを行っています。 
 

「大学と地域の関係機関と協働での市民参加型の地域づくり」地域保健センター 

青木地区では、地域診断をもとに高血圧の割合が高く、運動習慣がある人の割

合が少ないことがわかりました。そこで、学生実習受入れ大学と協働で市民参加

型の地域づくり事業を計画し、地域づくりに参加したいという市民を募りまし

た。保健師は、特定健診データから予想される地区の健康課題を参加者に伝え、

参加者が「この地区で健康に暮らすために何ができそうか」について話し合いま

した。出された多くの意見をもとに、地区の２か所の地域包括支援センターとも

協働し、運動指導者養成を８回コースで実施するなどの活動を展開しています。 

 

「精神障害者家族教室」疾病対策課 
精神保健係では、精神障害者の家族が病気や障害、社会資源について学ぶこと

で孤立せずに健康であることを目的とした統合失調症、うつ病の家族教室を実

施しています。地区の保健師はその教室のスタッフとして、グループワークなど

のファシリテーターを務めます。また、教室を通じ関係が作られた家族、本人に

対して、引き続き地域で支援することで切れ目のない支援を実現しています。 
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（７）部署横断的な保健活動の連携及び協働 
保健師は、地域の健康課題を総合的に把握、分析し、優先度を考えながら、解

決に向けた取り組みを行うことが求められています。業務の実施は担当部署ご

とであったとしても、その地域の健康課題を視野に、市民にとって何が必要か、

どれが優先かを考え、課を越えて協議しながら総合的に解決を目指すのが保健

師の役割です。 

【現状と課題】 

・ 本市は、平成 30 年度から保健所が設置されたことに伴い、保健師の配置部

署が増え、現在、4 部 10 課に保健師を配置しています。組織が拡大しても保

健師が一堂に会する場を設け、日頃の活動や把握した健康課題、それぞれの

部署で感じていることなどについて情報を共有しています。 
・ 少子高齢化社会を見据え、より効果的な事業展開を目指し、地域保健セン

ター、国民健康保険課、保健総務課、長寿支援課、介護保険課が集まり

「健康寿命延伸に関する横断的連携会議」を実施しています。各課で把握

しているデータをもとに健康課題シートを作成し（資料２）、地区の健康課

題の共有と対策について検討しています。検討した課題についてはそれぞ

れの課で共有し、解決策を導き出せるよう促していく必要があります。 

 

【今後の方向性】 

横断的連携会議を継続、発展させていくことで保健師同士が部署を越えて、共

通した健康課題に取り組むことができます。組織の横串となり、川口市全体の健

康課題解決に向けて多方面から活動していきます。 
専門分化した各課の業務と相互に連携し、縦割り組織の壁を超える体制を構

築することで、個人から地域を主体に保健事業を展開していきます。 
 

【活動事例】 

「共通ツールとしての健康課題シート」 
「健康寿命延伸に関する横断的連携会議」において、各課で把握しているデー

タをもとに見えた健康課題を、市の健康情報紙「健康・生きがいづくり通信」な

どに反映しています。高血圧、健康長寿を延ばそうなど、健康課題や予防につい

て掲載し、市民へ周知しています。 
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「自殺対策庁内連絡会議」 
自殺対策を推進するために、庁内関係課所 22 課からなる「自殺対策庁内連絡

会議」を平成 24 年度に設置しました。県の精神保健福祉センターからもオブザ

ーバーとして参加があり、また市内警察署、消防関係部署、医療機関、経済産業

部署、学校など、地域保健センター以外の部門と連携して、経済面、社会面、保

健面など多角的な視野を持って取り組んでいます。本市の自殺者数は、平成 29
年は 99 人、平成 30 年は 84 人と全国及び埼玉県と同様に減少していますが、依

然として 100 人近い方が自殺で亡くなっています。「自殺対策強化月間」に合わ

せたティッシュ配りなどのキャンペーンの実施や、自殺対策関連相談窓口一覧

を作成し配布するなど、自殺予防及び自殺対策の施策など継続的に取り組んで

います。 
 
 

（８）地域の包括ケアシステムの構築 
国の指針では「健康問題を有する市民が、その地域で生活を継続できるように、

保健、医療、福祉、介護などの各種サービスの総合的な調整を行い、また不足し

ているサービスの開発を行なうなど、地域の包括ケアシステムの構築に努める

こと」が保健師に求められています。保健師は、市民が地域の中で、生涯その人

らしい生活が続けられるよう、それぞれの地域特性に応じた医療、介護のみなら

ず、福祉、子育て支援を含めた支え合いの仕組みを推進していきます（図８）。 

図８ 進化する地域包括ケアシステムの植木鉢 

平成 28 年３月 地域包括ケア研究会報告より改編 
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【現状と課題】 

・ それぞれの部署で把握している地域の健康課題や社会資源などの情報につ

いて保健師が共有する機会を増やす必要があります。 
・ 高齢者、障害者、子育て世代など、それぞれの分野で展開されている地域包

括ケアをつなげ、生涯に渡ってスムーズな支援が受けられる地域づくりを考

えていく必要があります。 
・ 保健師は、地域の現状と健康課題を明らかにし、関係機関と連携し、課題を

共有し、医療と看護、介護の多職種をつなぎ、地域に見合った地域包括ケア

システムの構築のための計画に参画していく必要があります。 
・ 地域支援の核となる保健師は、地域包括ケアシステムの重要な役割を果たす

必要があり、幅広い連携づくりが求められています。 

【今後の方向性】 

・ 保健師は、引き続き、地域診断によって現状と健康課題を明らかにし、関係

機関と連携を深め、課題を共有していきます。 
・ 市民組織をはじめとする多職種、多機関が領域を超えて課題を共有できるよ

うな環境づくりを行い、地域共生社会の実現に向けて、地域包括ケアシステ

ムの構築に努めていきます。 
 

【活動事例】 

「健康・介護のイベント開催（わくわく健康チェック）」地域保健センター 
 地域診断による地域の現状と健康課題を関係機関で共有し、市民に対して健

康意識の向上や介護予防の普及啓発、また、困った時の相談先として各機関を身

近に感じてもらうことなどを目的として平成 24 年から継続開催しています。 
 地域包括支援センターが主催し、地域保健センター、国民健康保険課、長寿支

援課をはじめ民間の医療機関、薬局、介護事業所、スポーツクラブ、ボランティ

アなど多くの機関が協力し、関係機関との連携を深めています。 
 
「自宅療養児の交流会・社会資源マップの配布」地域保健センター 
芝地区では、小児慢性疾患などで長期に自宅療養をしている家庭の孤立予防

のため、保健師が企画して自宅療養児の交流会を行いました。地域の社会資源を

活用できるよう関係機関や団体（障害福祉課、障害者支援センター、おもちゃ図

書館すてっぷ、絵本読み聞かせボランティアさくらんぼの会）にも参加を呼びか

け、情報共有や社会資源マップを作成し配布しました。 
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「かかりつけ医療機関マップの作成」管理課 
健康に関することを気軽に相談でき、病気やけがなどの際に頼りになる身近

な「かかりつけ医療機関」を容易に探せるようにするため、市内医療機関等につ

いてまとめています。在宅診療の有無やバリアフリー対応など施設利用の際に

便利な情報も掲載し、市民の生涯にわたる健康管理を支える情報を提供してい

ます。 
 
 

（９）各種保健医療福祉計画の策定及び実施 
保健師は、日々の訪問や相談などの活動により、地域の実態を把握しているこ

とから、市民の代弁者として施策形成に関わり、各分野の保健医療福祉計画のみ

ならず、保健、医療、福祉に関連した計画策定に積極的に参画していきます。 
 

【現状と課題】 

・ 分散配置が進み、各分野の保健師が所属分野に精通し、その分野の将来構想

を見据えて活動しています。また、地区担当の保健師は、保健ステーション

を拠点として地域の実態や市民の声を把握しています。 
・ 保健師の配置部署などにより計画策定に直接関わることがない場合におい

ては、計画と日常業務を関連付けて考えることやその役割や必要性を認識す

るための機会を持つ必要があります。 
 

【今後の方向性】 

・ 地域の健康課題及び専門職としての意見などを述べられるよう保健師同士

の情報交換を行い、情報発信、共有を図っていきます。 
・ 計画策定時及び進行管理などの機会を捉えて、日常業務を振り返り、地域づ

くりの視点をもって各種計画の推進に取り組みます。 
 
 

（10）人材育成 
保健師は、新たな健康課題や多様化、高度化する市民ニーズに的確に対応

するとともに、効果的な保健活動を展開するために、常に資質の向上を図る

必要があります。 
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【現状と課題】 

・ 保健師の人材育成プログラムの活用 

本市では、保健師が保健、福祉、介護等の分野に分散配置されており、そ

れぞれの分野で専門性を発揮しています。育ちあい学び合うことを基本とし

て、保健師としての能力向上を目指した「保健師人材育成プログラム」（埼玉

県・さいたま市作成）を平成 18 年度より活用し、「川口市保健師現任教育実

施要綱」に基づき、現任教育を体系的に実施しています。どの部門に配置さ

れても、保健師として能力を発揮できるよう組織的に人材育成を行っていま

す。 

 

・ 保健師の経験年数 

平成31年４月時点の保健師の経験年数をみると、10 年未満が 40 人（46％）、

10 年以上 20 年未満が 27 人（31％）、20 年以上が 20 人（22％）で構成され

ており、経験が浅い保健師の割合が高くなっています（図９）。また、保健師

の教育課程や就労経験など個人の経歴も様々です。今後も市民の健康的な生

活支援していくためには、着実かつ継続的に人材育成を推進していく必要が

あります。 

 

図９ 川口市の保健師経験年数別の保健師の割合（H31.４.１時点） 
※休職者を含む（経験年齢には川口市以外の保健師経験も含む） 
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・ 研修 

経験年数を参考に個別研修および全体研修を実施しています。個別研修で

は OJT（職場内研修）、Off－JT（職場外研修）における専門研修や行政研修、

自己啓発、ジョブローテーション（人事異動）を人材育成の機会としていま

す。また全体研修を年２回開催し、保健師自身が自分の能力や考え方をより

良いものにする姿勢を育てています。保健師活動の目的を見失わず、同じ方

向を向いて保健師活動が推進できるよう面談やグループワークを市保健師

全体で実施しています。 

① 新任期（採用後１～５年）の教育 

新規採用職員の配置は、保健活動の基本を身につける期間とし、原則的

には保健部門への配置とします。また、少なくとも 1 年間は新人教育担当

のプリセプター（マンツーマンで新人研修を担当する先輩保健師）が指導

と見守りを行い、個別支援ができるよう育成します。新任期は保健師とし

てのアイデンティティ（自己認識・自己同一性）を実感し、実践能力を獲

得するための大切な期間と位置付けます。 
 

② 中堅期の教育 

【中堅前期（主任１年目）】  
集団や地域を視野に入れた組織的対応ができるようになる必要がありま

す。また、後輩育成の視点を持ったプリセプターとしての活躍も期待され、

新人とともに自らも成長する絶好の機会と捉えることができます。 
 

【中堅後期（主任５年目以上）】 
保健活動をすすめる中心的役割を担い、ヘルスプロモーションの視点で

保健事業や施策を評価する力が必要です。将来、リーダー的立場になるた

めに、広い視野と柔軟な思考を持ち、市民、地域とともに歩むことの大切

さを再認識できる保健師を目指します。 
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③ 管理期の教育 

【管理期前期（主査）】  
管理期では、市民の健康支援を総合的に捉え、事業展開に結びつけるこ

とはもちろん、人材育成の必要性、重要性、各期の役割を理解し支援でき

ることが非常に重要です。管理的役職にある保健師の補佐としての役割が

期待され、次期管理職としての視点や自覚を持ち業務を進めます。また、

業務の進行管理や政策的対応ができる能力を養う必要があります。 
 

【管理期後期（管理的役職にある保健師）】 
保健師のリーダーとしての役割が求められるとともに行政の管理職でも

あります。統括的役割を担い、総合的な助言指導ができるよう、国や県、市

全体の方向性を踏まえ、部署横断的に連絡、調整、支援していくことが重要

です。また、保健師の人材育成、人材確保に力を注ぎ、部下のこころと体の

健康に関する配慮や、産前産後休暇や育児休業などを取得した保健師への支

援なども大切な業務となります。 
 

・ 産前産後休暇や育児休業取得保健師への対応 

産前産後休暇や育児休業を取得している保健師への対応として、保健行政

の変化を捉え、復帰後スムーズに保健師業務に従事するため、統括保健師は

育児休業期間の情報（新規事業や組織変更等の情報）を集約し、希望に応じ

て情報伝達を行います。職場復帰に対する不安の軽減のため、休みに入る前

や復帰後など機会を捉えて、統括保健師との面談を実施しています。 
 

【今後の方向性】 

・ 各保健師の能力の獲得状況を的確に把握し、勤務年数や経験を考慮した適切

な人事配置の参考資料とするために、能力の成長過程を段階別に整理した評

価表（キャリアラダー）を用い、個別性に着目した人材育成を推進していき

ます。 
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５ 保健師の保健活動を推進するために 
保健師活動指針は初版策定後、中核市に移行し保健所が設置され、組織や業務

内容が大きく変化したことから、改定することとなりました。今後も、状況に応

じ、活動指針を見直していきます（資料５・６）。 
 本市の保健師は、地区担当制を基盤にし、地域中心に市民を支えていく保健活

動を行ってきました。暮らし方や経済状況や家族背景など健康を取り巻く状況

は、人それぞれ違います。個別の課題を積み重ねていくことで、地域の健康課題

を明確化し、健康の実態を市民に見せていくことや、施策に結び付けていく努力

をしていきます。 
保健所の設置により、県から市民生活に密着した分野の権限が委譲され、急性

期から慢性期へと一括して関わるようになり、感染症や精神保健、難病相談、小

児慢性特定疾病などのより専門的な相談も、市の保健師が受けるようになりま

した。このことにより、これまで以上に切れ目ないきめ細やかな対応が可能とな

りました。 
今後も「重点的な取り組み」として、地区活動の推進、関係機関との連携、専

門的技術的能力の向上を着実に実施し、それぞれの部署の保健師が横断的に連

携していくことで、保健師の専門性を最大限に発揮し、市民の活力を活かしなが

ら活動を広げていきます。そして、計画、実践、評価、改善といったＰＤＣＡサ

イクルを確実に実行し、「市民とともに健康なまちづくり」を目指して、活動し

ていきます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



34 
 

追 記 
令和２年１月の保健師の保健活動指針に関する検討委員会後、３月には第２版

を完成させるところに、新型コロナウイルス感染症の感染者が国内で確認され

ました。 

本市でも患者数急増に伴い、感染症担当を中心に、庁内各課における応援保健

師を加えた体制により、感染者や濃厚接触者の健康観察、検査や入院の受診調整、

積極的疫学調査などを実施し、クラスターなどの感染拡大を防ぐべく、市の保健

師全体が一丸となって対応してきました。 

新型コロナウイルス感染症対策により、保健活動の場面も大きく様変わりし、

策定時の状況との変更点もあり、延期していた第２版の発行時期について検討

しましたが、川口市の保健師活動の基本となるところは、地区活動の推進、関係

機関との連携、専門的技術的能力の向上を着実に実施していくことであり、この

ことを示すことが重要であると考え、遅くなりましたが、今この時期に発行する

運びといたしました。 

社会情勢や環境の変化に伴い、保健衛生行政が担う役割も変化が予想されます

が、本指針第２版策定後においても、今後の状況変化に応じ見直しを進めて参り

ます。 
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